
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

宮崎県で口蹄疫発生していることから、県内の偶蹄類家畜飼養者には、農場内

への口蹄疫侵入防止のため、消毒の徹底や部外者の立入制限、家畜の観察の強

化等をお願いしてきております。 

そこで、偶蹄類動物に関する畜産体験型イベントを開催する際は、特に衛生管

理を徹底し、入場者に対し、以下のような注意喚起をお願いいたします。 

 

 

 

 

１，農場の出入り口には消毒設備（踏込消毒槽等）を設置し、入退場時は靴底を

消毒するよう指導する。 

 

２．来場者が畜主の許可なく畜舎に出入りしないよう、立入を制限する。 

 

３．農場内で動物に接触する場合、その前後に必ず手指を 

  洗浄・消毒するよう指導する。 

 

 

４．1 週間以内に、他の農場で偶蹄類動物に接触した方には農場への立入を自

粛してもらう。 

  また、当該農場で偶蹄類動物に接触した来場者に対し、その後 1週間程度、 

  他の偶蹄類動物の飼養場所に立ち入らないよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

～ 畜産体験型イベント主催者の皆様へ ～ 
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畜産体験型イベントで 

 

 （生徒・児童の引率者、保護者の方もお読み下さい） 

宮崎県
みやざきけん

で発生
はっせい

している家畜
か ち く

の伝染病
でんせんびょう

である口
こう

蹄
てい

疫
えき

※が、 

県内
けんない

に入
はい

り込
こ

むのを防
ふせ

ぐために、次
つぎ

のルールを守
まも

ってください。 

 

 

 

 

◎ 農場
のうじょう

には靴
く つ

の底
そ こ

の消毒
しょうどく

して入
は い

りましょう 

  

◎ 畜舎
ち く し ゃ

には飼い主
か い ぬ し

さんと一緒
い っ し ょ

に入
は い

りましょう 

  

◎ 動物
ど う ぶ つ

にさわるまえと、さわったあとは、 

必
かなら

ず手
て

を洗
あ ら

い、消毒
しょうどく

をしましょう 

 

◎ この 1週間
しゅうかん

で、ほかの農場
のうじょう

で牛
うし

、豚
ぶた

、山羊
や ぎ

、羊
ひつじ

にさわったことが 

  あれば、農場
のうじょう

に行
い

く前
まえ

に、飼
か

い主
ぬし

さんに知
し

らせてください。 

  また、この農場
のうじょう

で動物
どうぶつ

にさわったあとは、1週間
しゅうかん

は、牛
うし

、豚
ぶた

、山羊
や ぎ

、羊
ひつじ

を

飼
か

っているほかの場所
ば し ょ

には行
い

かないようにしましょう 

 
 

 

 

 

 

※口
こう

蹄
てい

疫
えき

とは、牛
うし

豚
ぶた

等
など

の偶
ぐう

蹄類
ているい

の動物
どうぶつ

の病気
びょうき

であり、人
ひと

に感染
かんせん

することはありません。

また、感染
かんせん

した動物
どうぶつ

の肉
にく

や牛 乳
ぎゅうにゅう

が市場
しじょう

に出回
で ま わ

ることはありませが、仮
かり

に感染
かんせん

した動物
どうぶつ

の

肉
にく

を食
た

べたり牛 乳
ぎゅうにゅう

を飲
の

んだりしても、人体
じんたい

に影響
えいきょう

はありません。 
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